
【各種加算等自己点検シート】

※令和５年４月～今年度現在(指導月の前々月)の期間における介護給付費算定に係る体制状況及び各種加算の算定実績について、○印を記入してください。

准看護師によるサービス提供

高齢者虐待防止措置未実施減算

業務継続計画未策定減算

通所系サービスの利用者に対するサービス提供

同一敷地内・隣接敷地内の建物、同一建物に居住する利用者の減算

特別地域定期巡回・随時対応型訪問介護看護加算

中山間地域等小規模事業所加算

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

緊急時訪問看護加算（令和６年３月以前）

緊急時訪問看護加算（令和６年４月以降）

特別管理加算

ターミナルケア加算

特別の指示により頻回に医療保険の訪問看護が行われる場合の減算

短期入所系サービスの利用者に対するサービス提供

初期加算

退院時共同指導加算

総合マネジメント体制強化加算（令和６年３月以前）

総合マネジメント体制強化加算（令和６年４月以降）

生活機能向上連携加算

認知症専門ケア加算

口腔連携強化加算

区分（複数選択可） 　２　定期巡回・随時対応型訪問介護費Ⅰ(訪問看護サービスを行う場合)　３　定期巡回・随時対応型訪問介護看護費Ⅱ

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり(３を除く)
３　あり（１月あたりの利用者が同一敷地内建物等に５０人以上居住している場合）

　１　定期巡回・随時対応型訪問介護看護費Ⅰ(訪問看護サービスを行わない場合)

　４　基本夜間訪問サービス費　５　定期巡回サービス費　６　随時訪問サービス費Ⅰ　７　随時訪問サービス費Ⅱ

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ

定期巡回・随時対
応型訪問介護看護

（令和７年３月３１日までは経過措置）

１　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ

１　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ

401 定期巡回・随時対応型訪問介護看護



【各種加算等自己点検シート（２）】

※令和５年４月～今年度現在(指導月の前々月)の期間における介護給付費算定に係る体制状況及び各種加算の算定実績について、○印を記入してください。

介護職員処遇改善加算（令和６年６月１日以降廃止）

介護職員等特定処遇改善加算（令和６年６月１日以降廃止）

介護職員等ベースアップ等支援加算（令和６年６月１日以降廃止）

）

サービス提供体制強化加算

３　加算Ⅱ（下記のいずれの体制かを選択）
・ 訪問介護員等の総数のうち介護福祉士の割合が100分の40以上
・ 訪問介護員等の総数のうち介護福祉士、実務者研修修了者及び介護職員基礎研修課程修了者
　 の割合が100分の60以上

４　加算Ⅲ（下記のいずれの体制かを選択）
・ 訪問介護員等の総数のうち介護福祉士の割合が100分の30以上
・ 訪問介護員等の総数のうち介護福祉士、実務者研修修了者及び介護職員基礎研修課程修了者
　 の割合が100分の50以上
・ 従業者の総数のうち常勤職員の割合が100分の60以上
・ 従業者の総数のうち勤続7年以上の者の割合が100分の30以上

１　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ　

１　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ

１　なし　２　あり

１　なし

２　加算Ⅰ（下記のいずれの体制かを選択）
・ 訪問介護員等の総数のうち介護福祉士の割合が100分の60以上
・ 訪問介護員等の総数のうち勤続10年以上の介護福祉士の割合が100分の25以上

定期巡回・随時対
応型訪問介護看護

介護職員等処遇改善加算
（加算Ⅴは令和７年３月３１日まで算定可能）

１　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ　５　加算Ⅳ　

６　加算Ⅴ（
※()内に、加算の区分ごとに1～14のいずれかを選択して
ください。
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